
令和６年３月

浦添市

浦添市社会福祉協議会

地域福祉とは

「福祉」という言葉から、高齢者・障がい者・子どもなどを対象とした制度や行政

によるサービスをイメージするかもしれません。しかし、「福祉」は特定の方のため

だけではなく、すべての住民を対象とした「生きやすさ」を実現する取組です。そし

て「地域福祉」とは、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるように、住民、関係

機関・団体、社会福祉協議会、行政などがお互いに協力して取り組むことです。「地

域福祉」を進めるためには、住民に加えて福祉分野以外の様々な企業・事業者、まち

づくりの団体なども地域に参画して自分の持つ力を発揮し、地域づくりに関わること

が不可欠です。

この計画に含まれるもの

地域福祉計画

(行政の計画)

地域福祉を推進する

ための仕組みや基盤な

どをつくる計画

地域福祉活動計画

(社会福祉協議会の計画)

地域福祉を推進する住

民などの実践的な活動・

行動計画

再犯防止推進計画

福祉や教育も含めた幅

広い支援で再犯を防止す

るための計画

てだこ・ゆいぐくるプラン
第６次浦添市地域福祉計画・第７次浦添市地域福祉活動計画

第１次浦添市再犯防止推進計画

令和６年度 ～令和10年度



自分で対応

できる

19.7%

誰に（どこに）相

談したらよいか

分からない

33.1%
相談する余

裕がない

11.8%

相談する必要

があると思っ

ていない

27.2%

その他・無回答

8.2%

なぜ地域福祉計画・地域福祉活動計画をつくるのか

年々厳しさを増す「福祉」や「地域福祉」を取り巻く社会状況に対して、国は、縦

割りだった福祉分野の各制度をつなぎ、支援の受け手と担い手という関係を超えて互

いに支え合う、「地域共生社会」の実現を目指しています。

浦添市も「超高齢社会」となり、地域社会や家族のあり方などが変化する中で、家

庭や地域内の支え合いの低下が懸念されています。複雑化・複合化した福祉課題に対

応していくために、行政と社会福祉協議会は、地域住民や社会福祉団体、ボランティ

ア、ＮＰＯなど、地域に関わるすべての人たちと協働して、誰もが安心して暮らし続

けられるよう、浦添市における「地域共生社会」を実現することが求められています。

浦添市の現状と課題

地域福祉の推進には、住民同士の支え合いのネッ

トワークが必要です。しかし、市民アンケートや団

体ヒアリングの結果から、住民や地域に対する関心

や支え合いの意識が低いことが分かりました。この

問題を解決するためには、お互いや地域に関心をも

ち、困っている人を助ける行動を増やすことが大切

です。

（１）お互いや地域への無関心

困りごとを抱えている人に支援を提供するために

は、地域や行政の連携が必要です。しかし、相談先

が分からなかったり、支援を拒んだりする人もいま

す。また、高齢や障がいといった属性別の福祉制度

や申請に基づくサービスだけでは複合化した問題の

解決が難しく、それに対応するには、複数の部署や

機関が協力して支援内容を決める仕組みが必要です。

（２）対応困難ケースの増大

まちづくりにおいて、高齢者や障がい者などの福

祉的ニーズを考慮することが必要です。防災、住ま

い、移動、バリアフリー等の分野で課題があります。

市内の福祉避難所の避難受け入れ方法や避難行動要

支援者の個別避難計画の作成、外国人や単身高齢者

などに対する貸し渋りの解消、公共交通の整備や代

替手段の導入、既存施設のバリアフリーやユニバー

サルデザインへの改修などが求められます。

（３）福祉分野とまちづくりの連携不足

隣近所とのつきあいを深めてい
る人の割合（N=551）

誰に（どこに）相談したらよいか
分からない割合（N=305）

自主防災組織の団体数（R5年度時点）

41行政区中

８
か所

何らかの近所づきあい

がある

75.3%

近所づきあいは

それほどない

8.0%

近所づきあいは

していない

15.1%

その他・無回答

1.6%



基本理念

年齢、性別、障がい、経済的状態、国籍など互いの違いを尊重し、多様な個性をも

つ一人ひとりが持っている力を地域で発揮することで、地域が活性化し住民の幸福に

つながります。そして住民同士の支え合いによって、地域の結びつきが強くなり、困

りごとがあったときには気にかけたり、声をかけてもらったりする地域共生社会の実

現に近づいていきます。このような「多様性の尊重と支え合い」を本計画では「ゆい

ぐくる（結い心）」と表現しています。

ゆいぐくる育む福祉のまち・てだこ

基本方針１．地域の困りごとに取り組む市民の増加

基本方針２．複雑化する困りごとへの対応強化

基本方針３．いつまでも住み続けられるまちの実現

基本方針と目標指標（令和10年度目標値）

項目 現状値 目標値

誰に（どこに）相談したらよいか分からない割合 33.1％ 減少（23％以下）

成年後見制度利用者の状況 197人 増加

人口10万人当たりの自殺者数（自殺死亡率） 0.86人 減少

項目 現状値 目標値

隣近所とのつきあいを深めている人の割合 73.9％ 増加（83％以上）

自治会への新規加入世帯（年間） 126世帯 130世帯

支え合いプラットフォームの数 ７団体 100団体

地域福祉協力員・個人ボランティアの人数 228人 500人

項目 現状値 目標値

自宅近くの避難所を知っている市民の割合 53.4％ 増加（63％以上）

自主防災組織の団体数 ８か所 17か所

目標指標は、行政や社会福祉協議会の活動による“結果”を受けて、市民や地域の

方々が行動した“成果”として位置づけられます。５年後に実現したい本市及び市民

の状態として、目標指標を設定します。（一部抜粋）



施策体系

基本理念に掲げる「まち」の姿を実現させるためには、現状と理想とのギャップ

（問題）を解消する必要があります。本計画で取り組む主要問題に対する基本方針を

定め、その基本方針のもと取り組むべき施策を位置づけた施策体系を以下に示します。

ゆ
い
ぐ
く
る
で
育
む
福
祉
の
ま
ち
・
て
だ
こ

基本理念 基本方針

（２）行動に移せる機会の充実

施策

（１）地域やお互いを知る機会の充実

（３）地域福祉活動への支援

（２）居住支援の強化

（１）災害時避難支援の強化

（３）移動支援の強化

（８）権利擁護の推進

（４）バリアフリー等の推進

（２）地域課題への対応体制の強化

（１）重層的支援体制への移行準備

（３）生活困窮者等の自立支援

（４）ひきこもり支援の体制整備

（６）ヤングケアラー支援の体制強化

（５）子ども支援対策の推進

（７）自殺対策の推進

３．いつまでも住み続
けられるまちの実現

福祉分野とまちづく
りとの連携不足の解消
に向けて、「災害時避
難支援の強化」、「居
住支援の強化」、「移
動支援の強化」、「バ
リアフリー等の推進」
に取り組み、いつまで
も住み続けられるまち
の実現に努めます。

１．地域の困りごとに
取り組む市民の増加

お互いや地域への無関
心を解決するために、
「地域やお互いを知る機
会の充実」、「行動に移
せる機会の充実」、「地
域福祉活動への支援」に
取り組み、地域の困りご
とに取り組む市民の増加
を目指します。

２．複雑化する困りご
とへの対応強化

対応困難ケースの増大
に対応するために、「重
層的支援体制への移行準
備」、「地域課題の対応
体制の強化」、「生活困
窮者等の自立支援」、
「ひきこもり支援の体制
整備」、「ヤングケア
ラー支援の体制強化」、
「自殺対策の推進」、
「権利擁護の推進」に取
り組み、複雑化する困り
ごとへの対応強化に努め
ます。



地域福祉の
目指す
支え合いの
ネットワーク図

相談支援

行政・浦添市社協・専門
機関などが関わる

支え合いのネットワーク

市民に身近な支え合い

ネットワーク

金融機関 基本理念

ゆいぐくるで育む福祉の

まち・てだこ

自治会

複雑化・多様化した困りごとや
専門的支援を要する人を

窓口につなぐ

困りごとの発見
・見守り

自治会

民生委員

農業

地方創生

専門職

まちづくり

例えば・・・

・行政区コミュニティづくり推進委員会

・中学校区コミュニティづくり推進委員会

・福ふく会／WAKIMIZU（協議体）

・ビー・フリーラボ

・手リボン など

ボランティア
団体

地域団体

多分野協働
プラット
フォーム

民生委員
児童委員サークル

クラブ活動

友人・知人
市民

ご近所

参加支援

住民参加の支援
・声かけ

地域との

つながりが

希薄な世帯

ＳＯＳが

出せない世帯

司法

障がい
福祉

介護

健康 社協 行政
医療

子育て

教育

民間企業

防災

多様な分野と協働でつくる新たな支え合いのプラットフォーム（社会資源）

地域の見守り体制や支え合い、
居場所等の社会資源を

バックアップ

住民の役割

隣近所と積極的に交
流する

身近な地域に関心を
持つ

困っている人を見か
けたら声かけ・手助
けする

地域・団体等の役割

地域行事などを積極
的に開催する

行政・社協・中学校区
コミュニティづくり推
進委員会などと連携
して、支え合いの仕
組みづくりに関わる

社協の役割

住民のほか、ボラン
ティアや専門関係機
関などとの連携・協
力を強化する

地域における支え合
いの受け皿づくりな
どを積極的に進める

行政の役割

地域共生社会実現の
ための仕組み・基盤
づくりを担う

法制度に基づく公的
サービスを活用する

横断的なニーズ対応
に努める

共通共通の関心や目的で、緩やかにつながるコミュニティ



中学校区別地域福祉活動プラン

本市では、５つの中学校区ごとに、

中学校区コミュニティづくり推進委

員会を設置しており、自治会や地域

の相談員や事業者などを中心とした

メンバーで、地域に必要な取組や活

動が展開されています。

各中学校区コミュニティづくり推

進委員会では、地域の状況を踏まえ、

より住みよい地域をめざすため、地

域福祉推進の方向性や取組を検討し、

プランにまとめました。

浦添中学校区

仲西中学校区

相談支援・多機関協働・参加支援/地域づくりの目標を達成するための具体的な対策やアイデア

相談支援・多機関協働・参加支援/地域づくりの目標を達成するための具体的な対策やアイデア



神森中学校区

港川中学校区

浦西中学校区

相談支援・多機関協働・参加支援/地域づくりの目標を達成するための具体的な対策やアイデア

相談支援・多機関協働・参加支援/地域づくりの目標を達成するための具体的な対策やアイデア

相談支援・多機関協働・参加支援/地域づくりの目標を達成するための具体的な対策やアイデア



浦添市再犯防止推進計画（令和６年度～令和10年度）

罪を犯してしまった人がうまく社会とつながれず再び犯罪を行う傾向がみられます。

こうした背景には、社会的困難や経済的理由から住む場所が見つからず、仕事にも就

きにくく、生活困窮から抜け出せないことなどがあります。当事者が抱える困難をて

いねいに聴き取り、必要に応じて生活保護や就労支援等の支援策につながるよう、関

係機関が連携をとる必要があります。また、地域においてはそのような複雑な背景を

理解したうえで、出所者を受け入れる素地をつくっていくことも重要であり、保護司

会などの活動を周知して、再犯防止に関する市民の理解促進を図る必要があります。

目標指標（令和10年度目標値）

項目 現状値 目標値

再犯防止の認知度 6.7％ 増加（12％以上）

保護司の人数 40人 40人

保護司の認知度 49.4％ 増加（60％以上）

浦添市役所福祉健康部福祉総務課
〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶1-1-1
TEL（098）876-1234（代表）

社会福祉法人浦添市社会福祉協議会
〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-10-7
TEL（098）877-8226（代表）

具体的な取組み

一人ひとりが

できること

次のことへの理解を
深める
- 罪を犯した人の社会
復帰
- 犯罪の社会的背景
- 社会復帰を支援する
民間協力者の活動

子ども達へのあいさ
つ・見守り・夜間街頭
指導へ参加する

地域でできること

再犯防止に関する勉
強会を行う

協力者として、罪を犯
した人の社会復帰支
援に取り組む

就労・住居の
確保

・無職となっている方の経済的自立の支援や、
帰住先がない方の住まいの確保に取り組みま
す。
・福祉、産業、住宅に関する庁内の各部門が連携
するとともに、事業者との協力関係の構築を
図ります。

保健医療・福
祉サービス
の利用促進

・犯罪の背景に支援ニーズがある人を的確に把
握し、必要とされる福祉制度やサービスにつ
なげられるよう、対象者のアセスメントや関係
機関との連携の充実の強化に努めます。

学校等と連
携した修学
支援

・闇バイトや特殊詐欺、薬物等の危険性を十分周
知するとともに、若年層が巻き込まれないた
めの早急な対策強化に取り組みます。
・なんらかの事情により学校に通うことが難しく
なった場合でも修学を継続し、卒業・進学でき
るよう学校や関係機関と連携して支援します。

民間協力者
の活動促進

・保護司の負担を減らし、活動しやすくするため
保護司同士や関係機関との連携促進や、市民
の認知度向上を図ります。
・保護司以外の民間協力者についても市民に広
報し、再犯防止や更生に関わる人々やその取
組みに対する市民の理解を促進します。

※本計画は、再犯防止推進法第８条第１項に定める地方再犯防止推進計画です。
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